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LOGOフォームによる書類提出方法について 

 

豊島区では行政手続きのデジタル化を推進しております。介護保険課においても、事前提出資料等については、

電子での届出・申請システムを活用しております。本区では、株式会社トラストバンク社が「LGWAN-ASPサービ

ス」として提供している自治体向け「デジタル化総合プラットフォーム」である「LoGoフォーム」を用いております。 

★これまでインターネットを利用した申請手続きは、「東京共同運営電子申請・届出サービス」を利用しておりました

が、豊島区では、令和７年１月より「LoGo フォーム」に切り替えて運用することといたしました。 

 

 

【回答フォームへのアクセス方法】 

１．豊島区公式ホームページ（https://www.city.toshima.lg.jp/）トップ画面より、 

「健康・医療・福祉」を開きます。 

 

2．「健康・医療・福祉」より、「介護保険・サービス」を押下します。 

 

https://www.city.toshima.lg.jp/
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３．「介護保険・サービス」より、「介護保険」を押下します。 

 

 

 

４．介護保険を押下後、遷移先のページにて、下部にスクロールし、 

「介護サービス事業者向け情報」を押下して下さい。 

 

※「介護保険」を押下後、一部分しか表示されない場合は、「＋もっと見る」を押下すと、ページ下部に表示されます。 
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５．遷移先のページにて、「事業者指導」を押下してください。 

 

 

６．「事業者指導」のページにて、下部にスクロールすると提出フォームがあります。 

  新しいウィンドウが開き、回答フォームが開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答フォーム内での操作方法は次ページへ。 
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【回答フォーム内での操作方法】 

 

１．Q１の設問に「はい」をご選択ください。 

 

 

2． 「はい」を選択していただくと、入力項目欄が表示されます。各項目のご入力またはご選択してください。 

 

★Q２以降、必要事項を入力してください。「必須」マークがある項目は入力がないと、申請ができません。 

 

２．最後まで入力後、「確認画面へ進む」を押下してください。 

なお、添付できるファイルは、3 つまで（各ファイルの容量は１０MB まで）です。3 つを超えるファイルを送付する必

要がある場合は、お手数ですが、ZIP ファイルに圧縮するまたは複数回に分けてご申請ください。 

 

 

３．確認画面にて確認後、「送信」を押下してください。 

 

Q2 の申請日は、申請日の日付が自動

で入力されます。 


